障害者自立支援基盤整備事業事前協議方針
１．協議の前提条件
(1) 障害福祉計画との整合性
当該事業が、所在市町（関係市町）が定める「障害福祉計画」の内容と整合しており、かつその旨の当該市町長の意見書が添付できること。
(2) 新体系移行の確実性等
障害者自立支援基盤整備事業のうち施設の改修については、平成２３年度内に施設の整備を行い、平成２４年４月３１日までの間に指定障害福祉サービス事業所等の指定を受け、平成２４年４月から新体系施設（事業所）として経営することが可能であること。
 (3) 整備内容の熟度
増築・改修にかかる概算設計見積りを完了していること。
 (4) 事業実施の確実性
整備にかかる対象施設または土地が賃借物件の場合、賃借権または地上権の設定登記（登記が困難な場合は、最低１０年間の長期賃貸借契約）を行う旨の確約書が提出できること。
また、資金計画については、当該補助金以外に自己資金が必要な場合、法人の会計において必要となる資金の積立て等により現に保有していること。
２．優先採択事業
前項(1)～(4)の条件を満たす事業のうち、以下の基本方針に基づく整備事業について優先的に採択する。
基本方針具体的事業等
① 現在旧体系事業を行っている事業所のうち、新体系事業への移行を早期に予定しているもの
② 新体系に移行するにあたり、重度障害者への支援を充実させるもの
③ 障害福祉計画の趣旨に合致した取組みを行っている場合（通所定員増など）

④ 法人種別の中では、従来から事業を実施している法人（社会福祉法人等）を優先。






